
 

目 
 

 

次 

公 
 

 
告 

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
䥹
四
件
䥺 

公
安
委
員
会 

 
 

 

○
技
能
検
定
員
等
審
査
の
実
施 

 
 

 

山
梨
県
公
報 

令
和
八
年 

四
月
九
日 

第
六
百
四
十
五
号 

木 曜 日 

発
行
者 

 

山 

梨 

県 
 

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号 

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日 



◎ 

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証 

 

笛
吹
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
䣍
国
土
調
査
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
䥺
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
䣍
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
告
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

調
査
を
行
䣬
た
者
の
名
称 

笛
吹
市 

二 

調
査
を
行
䣬
た
時
期 

令
和
六
年
六
月
三
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

成
果
の
名
称 

地
籍
図
及
び
地
籍
簿 

四 

調
査
を
行
䣬
た
地
域 

笛
吹
市
石
和
町
市
部
の
一
部 

五 

認
証
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

公
　
　
告



◎ 

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証 

 

道
志
村
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
䣍
国
土
調
査
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
䥺
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
䣍
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
告
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

調
査
を
行
䣬
た
者
の
名
称 

道
志
村 

二 

調
査
を
行
䣬
た
時
期 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
三
日
ま
で 

三 

成
果
の
名
称 

地
籍
図
及
び
地
籍
簿 

四 

調
査
を
行
䣬
た
地
域 

南
都
留
郡
道
志
村
大
字
大
室
指
の
一
部 

五 

認
証
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 



◎ 

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証 

 

身
延
町
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
䣍
国
土
調
査
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
䥺
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
䣍
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
告
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

調
査
を
行
䣬
た
者
の
名
称 

身
延
町 

二 

調
査
を
行
䣬
た
時
期 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

成
果
の
名
称 

地
籍
図
及
び
地
籍
簿 

四 

調
査
を
行
䣬
た
地
域 

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
宮
木
の
一
部 

五 

認
証
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

  
 



◎ 

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証 

 

市
川
三
郷
町
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
䣍
国
土
調
査
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
䥺

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
䣍
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

調
査
を
行
䣬
た
者
の
名
称 

市
川
三
郷
町 

二 

調
査
を
行
䣬
た
時
期 

令
和
五
年
五
月
十
二
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

成
果
の
名
称 

地
籍
図
及
び
地
籍
簿 

四 

調
査
を
行
䣬
た
地
域 

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
字
上
野
の
一
部 

五 

認
証
年
月
日 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 



◎ 
 

技
能
検
定
員
等
審
査
の
実
施 

道
路
交
通
法
䥹
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
䣎
以
下
䣓
法
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
九
十
九
条
の
二
第
四

項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査(

以
下
䣓
技
能

検
定
員
審
査
䣔
と
い
う
䣎)

及
び
法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
の
運

転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
の
教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査(

以
下
䣓
教
習
指

導
員
審
査
䣔
と
い
う
䣎)
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
公
安
委
員
会 

委

 

員

 

長 
 

髙 
 

橋 
 

英 
 

尚 
 

 
 

一 

審
査
の
種
類 

大
型
自
動
車
免
許
䣍
中
型
自
動
車
免
許
䣍
準
中
型
自
動
車
免
許
䣍
普
通
自
動
車
免 

 

許
䣍
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
䣍
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
䣍
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
䣍
け
ん
引
免
許
䣍 

 

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
䣍
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
䣓
技 

能
検
定
員
審
査
䣔
及
び
䣓
教
習
指
導
員
審
査
䣔 

二 

審
査
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

審
査
日
時 

令
和
八
年
五
月
十
二
日(

火)

か
ら
同
月
十
五
日
䥹
金
䥺
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で 

 

２ 

審
査
場
所 

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地 
山
梨
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
䤀 

三 

受
付
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

期
間 

令
和
八
年
四
月
二
十
日
䥹
月
䥺
か
ら
同
月
二
十
四
日
䥹
金
䥺
ま
で 

 

２ 

場
所 

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地 

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免

許
課
教
習
所
指
導
係 

四 

審
査
内
容 

 

１ 

技
能
検
定
員
審
査 

技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識 

２ 

教
習
指
導
員
審
査 

教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識 

五 

審
査
手
数
料 

 

１ 

技
能
検
定
員
審
査 

 
 

㈠ 

大
型
自
動
車
免
許
䣍
中
型
自
動
車
免
許
及
び
準
中
型
自
動
車
免
許 

二
万
三
千
七
百
五
十
円 

 
 

㈡ 

普
通
自
動
車
免
許 

一
万
九
千
八
百
円 

 
 

㈢ 

大
型
特
殊
自
動
車
免
許
䣍
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
䣍
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
及
び
け
ん
引
免

許 

一
万
四
千
四
百
五
十
円 

 
 

㈣ 

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
䣍
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許 

二

万
二
千
二
百
円 

 

２ 

教
習
指
導
員
審
査 

 
 

㈠ 

大
型
自
動
車
免
許
䣍
中
型
自
動
車
免
許
及
び
準
中
型
自
動
車
免
許 

一
万
五
千
百
円 

公
安
委
員
会



 
 

㈡ 

普
通
自
動
車
免
許 

一
万
二
千
円 

 
 

㈢ 

大
型
特
殊
自
動
車
免
許
䣍
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
䣍
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
及
び
け
ん
引
免 

許 
九
千
九
百
五
十
円 

 
 

㈣ 

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
䣍
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許 

一 

万
二
千
八
百
五
十
円 

六 

そ
の
他 

 

１ 

審
査
申
請
䣍
内
容
䣍
手
続
等
に
つ
い
て
の
詳
細
は
䣍
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
䥹

電
話
〇
五
五―

二
八
五―
〇
五
三
三
䥹
内
線
五
九
二
䥺
䥺
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
䣎 

 

２ 

技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
䣍
審
査
申
請
書
を
提
出
す 

 
 

る
と
と
も
に
䣍
そ
の
受
け
よ
う
と
す
る
審
査
に
係
る
運
転
免
許
証
又
は
当
該
免
許
に
係
る
特
定
免 

許
情
報
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
カ
䤀
ド
を
提
示
す
る
こ
と
䣎 

 

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と 

す
る
者
は
䣍
当
該
審
査
の
種
類
に
対
応
す
る
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証
又 

は
教
習
指
導
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
䣎 

 
 

 

な
お
䣍
審
査
細
目
の
免
除
者
は
䣍
免
除
該
当
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
を
添
付
し
䣍
申

請
す
る
こ
と
䣎 


